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2022 年 12 月 27 日 規則 第 83 号 
鋼船規則の一部を改正する規則 
 
「鋼船規則」の一部を次のように改正する。 

 

CSR-B&T 編 ばら積貨物船及び油タンカーのための共通構造規則 

1 編 共通要件 

1 章 一般原則 

3 節 適合確認 

2. 提出書類 

2.2 図面及び補足計算書の提出 
2.2.1 承認用提出図面及び補足計算書 

 
表 1 を次のように改める。 
 

表 1 承認用提出図面及び補足計算書 

図面又は補足計算書 含むべき情報 

（省略） （省略） 

シーチェスト，スタビライザーリセス部等 - 

マンホール配置図 - 

区画への交通及び脱出設備図 - 

（省略） （省略） 

 
2.2.2 を次のように改める。 
 

2.2.2 参考図面 
2.2.1 の規定に加え，次の図面を補足として本会に提出しなければならない。 
(a) 一般配置図 
(b) 全てのタンク及び区画の容積及び重心位置を示す容量図 
(c) 線図（本会が必要と認めたとき） 
(d) 排水量曲線図 
(e) 軽荷重量分布図 
(f) 入渠要領書 
(g) 揚荷装置の配置図 
(h) マンホール配置図  
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4 節 記号及び定義 

2.1 船舶の主要データ 
2.1.1 
特に規定がない場合，本規則で使用する船舶の主要データに関する記号及び単位は，表

2 による。 
 
表 2 を次のように改める。 
 

表 2 船舶の主要データ 

記号 意味 単位 

（省略） （省略） （省略） 

TBAL-H 船体中央におけるヘビーバラスト状態における喫水 m 

TBAL-E 船体中央における非常時又は荒天時におけるバラスト喫水 m 

（省略） （省略） （省略） 

 
3. 定義 

3.1 主要目 
 
3.1.9 を次のように改める。 
 

3.1.9 軽荷重量 
軽荷重量（t）は，貨物，消耗品，貯蔵物消耗貯蔵品，旅客及び乗組員並びにその持ち物，

通常の運用状態での潤滑油，作動油等の機械類及びパイプ内の液体以外の船上の液体を除

いた船舶の排水量をいう。 

3.7 部材名称 
3.7.1 構造に関する用語 
図 4 から図 8 に，本規則において用いられている一般的な構造に関する用語を示す。 

 
表 7 を次のように改める。 
 

表 7 用語の定義（続き） 

用語 定義 

（省略） （省略） 

波形構造 波状に配置した板部材（シェダープレート及びガセットプレートは含まない） 

（省略） （省略） 
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2 章 一般配置要件 

2 節 隔壁配置 

1. 水密隔壁の配置 

1.2 を削る。 

1.2 （削除） 

 
 
 
 

3 節 区画配置 

4，5 及び 6 を削る。 
 

4. （削除） 

5. （削除） 

6. （削除） 

 
7 を 4 に改める。 
 

74. バラストタンク 

74.1 バラストタンクの容量及び配置 
 
4.1.1 を次のように改める。 
 

74.1.1 
全ての船舶は，バラスト航海可能な容量のバラストタンクを備えなければならない。バ

ラスト容量は，航海中のバラスト状態（軽荷状態においてバラストタンクのみにバラスト

水を積載した状態を含む）において，少なくとも船舶の喫水及びトリムが，次の要件を満

足するものでなければならない。 
・ 油タンカーについては 4 章 8 節 3.1 を参照すること。 
・ 上記に加え，油タンカーについてはホギング又はサギング修正を含まない船体中央

部における型喫水 Tmid（m）を，次の算式による値以上としなければならない。 
𝑇ௗ = 2.0 + 0.02 𝐿ௌோ𝐿  

・ ばら積貨物船については 4 章 8 節 4.1 を参照すること。 
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3 章 構造設計の原則 

1 節 材料 

2. 船体構造用圧延鋼材 

2.3 鋼材のグレード 
 
表 5 を次のように改める。 
 

表 5 LCSRが 250m を超える船舶における鋼材のグレード 

構造部材(1) 鋼材のグレード 

強力甲板の舷側厚板 中央部 0.4LCSR間は E/EH 

強力甲板の梁上側板 中央部 0.4LCSR間は E/EH 

ビルジ外板 中央部 0.4LCSR間は D/DH 

(1) 上記の表に示す D/DH 又は E/EH が要求される中央部 0.4LCSR間の板一条であって，中央部 0.4LCSR 間にあるものは，船舶の

設計の形状による制限がない場合，その幅を 800＋5LCSR（mm）以上としなければならない。ただし，1,800mm を超える必

要はない。 
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6 節 構造詳細の原則 

3. 防撓材 

3.2 連続していない防撓材の端部ブラケット固着 
 
3.2.5 を次のように改める。 
 

3.2.5 連続していない防撓材の端部のブラケット 
（省略） 
図 3(b)と同様の固着であって，ブラケットが防撓材と重っていない場合，ブラケットの

腕の長さは次によらなければならない。 
ℓ௧  2.0ℎ௦௧ 

（省略） 

 
5. 防撓材と主要支持部材の交差部 

5.2 主要支持部材への防撓材の固着 
 
5.2.4 を削り，5.2.5 から 5.2.7 を 5.2.4 から 5.2.6 に改める。 
 

5.2.4 （削除） 
5.2.55.2.4 
主要支持部材のウェブ防撓材に加えて裏側にブラケットを設ける場合，ブラケットはウ

ェブ防撓材と同一線上に配置しなければならない。裏側のブラケットの腕の長さは，ウェ

ブ防撓材の深さ以上としなければならない。ブラケットののどの位置におけるネット断面

積は，𝐴௪の計算に含めなければならない。（図 9 参照） 
5.2.65.2.5 
貨物倉区域においては，主要支持部材のウェブ防撓材又はトリッピングブラケットと防

撓材は重ね溶接してはならない。 
5.2.75.2.6 
ウェブの上面に面材が溶接されている組立式防撓材は，主要支持部材への固着と対称と

なるよう配置しなければならない。主要支持部材又は隔壁の裏側にブラケットを設ける場

合は，本規定を満足しているものとみなす。貨物倉区域においては，主要支持部材のウェ

ブ防撓材及び裏側のブラケットと交差する防撓材のウェブは突合せ溶接にしなければな

らない。 
 
5.2.8 を 5.2.7 とし，5.2.7 を次のように改める。 
 

5.2.85.2.7 
主要支持部材のウェブ防撓材が交差する防撓材と平行に配置されるが，固着されない場

合，オフセットする主要支持部材のウェブ防撓材は，スロット縁の近くに配置しなければ

ならない。（図 10 参照）このようなウェブ防撓材の端部は適切にテーパさせ，ソフトな

ものにしなければならない。 
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主要支持部材のウェブ防撓材が交差する防撓材に固着されない箇所及び詳細配置は，

5.2.2 から 5.2.7 の規定と同等以上の荷重伝達が可能な構造となるよう，特別な考慮を払わ

なければならない。この場合，実施した計算及び試験手順並びに結果の詳細を提出しなけ

ればならない。 
 
5.2.9 を 5.2.8 に改める。 
 

5.2.95.2.8 
すみ肉溶接の脚長は，表 2 の溶接係数に基づき，12 章 3 節 2.5 の規定に従い計算しなけ

ればならない。せん断固着部の溶接脚長は，考慮する位置の主要支持部材のウェブに要求

される脚長以上としなければならない。 

 
10. 隔壁構造 

10.5 非水密隔壁 
 
10.5.2 を次のように改める。 
 

10.5.2 梁柱を兼ねない非水密隔壁 
原則として，梁柱を兼ねない非水密隔壁に付く防撓材の最大心距は，次に示す値としな

ければならない。 
・ 横隔壁の場合：0.9m 
・ 縦通隔壁の場合：肋骨心距の 2 倍。ただし，最大 1.5m とする。 
隔壁に付く防撓材のネット板厚（mm）は，次に示す値以上としなければならない。 

𝑡 ൌ 3  0.015𝐿ଶ 
平鋼の場合，防撓材の深さは，原則として防撓材の長さの 1/12 以上としなければならな

い。6 章 5 節 10 章 4 節 2.2 及び 8 章の規定を満足する場合は，防撓材の深さを防撓材長さ

の 1/12 未満として差し支えない。 
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7 節 構造の理想化 

記号を次のように改める。 
 

記号 

𝜑௪： 防撓材又は主要支持部材のウェブと付き板のなす角度（deg）。（防撓材につい

ては図 14 及び主要支持部材については 10 章 1 節図 5 参照） 𝜑௪が 75 度以上 105
度以下の場合，90 度とする。 

 
1. 防撓材及び主要支持部材の構造の理想化 

1.4 防撓材及び主要支持部材の幾何学的性能 
 
1.4.3 及び 1.4.4 を次のように改める。 
 

1.4.3 防撓材の有効せん断深さ 
防撓材の有効せん断深さ dshr（mm）は，次によらなければならない。 

𝑑௦ ൌ ൫ℎ௦௧ െ 0.5𝑡ି௦௧  𝑡  0.5𝑡ି൯sin𝜑௪ 
hstf： 防撓材の高さ（mm）で，3 章 2 節図 2 による。 
tp：  防撓材の付き板のネット板厚（mm）で，3 章 2 節図 2 による。 
tc-stf： 考慮する防撓材の腐食予備厚（mm）で，3 章 3 節による。 
tc-pl： 考慮する防撓材の付き板の腐食予備厚（mm）で，3 章 3 節による。 
𝜑௪： 角度（deg）で，図 14 による。𝜑௪が 75 度以上の場合，90 度とする。 

1.4.4 防撓材の弾性ネット断面係数及びネット断面二次モーメント 
防撓材の弾性ネット断面係数 Z（cm3）及びネット断面二次モーメント（cm4）は，次に

よらなければならない。 
𝑍 ൌ 𝑍௦௧sin𝜑௪ 
𝐼 ൌ 𝐼௦௧sinଶ𝜑௪ 
Zstf：防撓材のネット断面係数（cm3）で，付き板に対し垂直に配置される場合の値

（すなわち，𝜑௪ = 90 deg） 
Ist：防撓材のネット断面二次モーメント（cm4）で，付き板に対し垂直に配置され

る場合の値（すなわち，𝜑௪ = 90 deg） 
𝜑௪： 角度（deg）で，図 14 による。𝜑௪が 75 度以上の場合，90 度とする。 

 
図 14 防撓材のウェブと付き板のなす角度 
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1.4.6 を次のように改める。 
 

1.4.6 防撓材の有効塑性ネット断面係数 
衝撃荷重に対する評価に用いる防撓材の有効塑性ネット断面係数 Zpl（cm3）は，次によ

らなければならない。 

75° ≤ 𝜑௪ ≤ 90° 105°の場合： 𝑍 ൌ
ೢ  ೢమ  ௧ೢ
ଶ


ሺଶఊିଵሻషೝ

ଵ
 

𝜑௪ < 75°又は𝜑௪ > 105°の場合： 

𝑍 ൌ
𝑓௪ ℎ௪ଶ  𝑡௪sin𝜑௪

2000

ሺ2𝛾 െ 1ሻ𝐴  ቀℎି௧sin𝜑௪ െ 𝑏ି௧cos𝜑௪|cos𝜑௪|ቁ

1000
 

fw：ウェブのせん断応力係数で，次による。 
・フランジのある防撓材で，n=1 又は 2 の場合： fw = 0.75 
・フランジのある防撓材で，n=0 の場合： fw = 1.0 
・平鋼の場合：    fw = 1.0 

n： 各部材の支持端部における塑性ヒンジの数で，0，1 又は 2 のいずれかとする。 
次の場合，支持端部における塑性ヒンジと考えて差し支えない。 
・ 防撓材が支持点で連続である場合 
・ 防撓材が支持部材を貫通し，かつ，終端で隣接する防撓材へカーリング（又

は同等構造）によって固着される場合 
・ 防撓材が曲げに対し有効な隣接防撓材（座屈防撓材ではない）に固着する

場合 
・ 防撓材が曲げに対し有効なブラケットに固着する場合。ブラケットが他の

防撓材（座屈防撓材ではない）に固着する場合，当該ブラケットは曲げに

対し有効とみなす。 
hw：防撓材のウェブ深さで，次による。 

・ T，L（圧延及び組立）及び平鋼の場合：3 章 2 節図 2 による。 
・ L2-断面の場合：3 章 2 節図 3 による。 
・ バルブプレートの場合：1.4.1 による。 

𝛾： 係数で，次による。 

𝛾 ൌ
1 ඥ3  12𝛽

4
 

𝛽：係数で，次による。 

・ 𝛽 ൌ ௧ೢమ  ್ ℓೞೝ
మ

଼
మ ௧ షೝ

10  ௧ೢ
ଶ

：L-断面で，スパン中央にトリッピングブラケッ

トがない場合。ただし，0.5 より大きい値としてはならない。 

・ 𝛽 ൌ 0.5：その他の場合 
Af：フランジのネット断面積（mm2） 

・ 平鋼防撓材の場合： Af = 0 
・ その他の防撓材の場合： Af = bf tf 

bf-ctr：防撓材のウェブの板厚中心からフランジの中心までの距離（mm） 
・ 圧延アングル断面及びバルブプレートの場合： bf-ctr = 0.5(bf - tw) 
・ T-断面の場合： bf-ctr = 0 

hf-ctr：防撓材の高さで，フランジの板厚中心までの距離（mm） 
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・ 直角形状のフランジの断面及びバルブプレートの場合：hf-ctr = hw + 0.5 tf 
fb： 係数で，次による。 

・ 端部ブラケットがあり，フランジが連続構造で主要支持部材を貫通してい

る場合： fb = 0.8  
・ 端部ブラケットがあり，フランジが主要支持部材の位置でスニップとなっ

ている，又はフランジが支持部材で止まる場合で支持部材の反対側に構造

がない場合： fb = 0.7 
・ その他の防撓材の場合： fb = 1.0 

tf： フランジのネット板厚（mm） 
・平鋼防撓材の場合： tf = 0 
・バルブプレートの場合： 1.4.1 による。 

 
1.4.7 を次のように改める。 
 

1.4.7 付き板に対し直角に配置されない主要支持部材のウェブ 
付き板に対し直角に配置されない主要支持部材のウェブについては，実際のネットせん

断面積（cm2）及び実際のネット断面係数（cm3）は，次の算式によることができる。 
・ 実際のネットせん断面積： 

𝜑௪ ൏ 75°の場合： 𝐴௦ିହ ൌ 𝐴௦ିିହsin𝜑௪ 
75°  𝜑௪  90°の場合： 𝐴௦ିହ ൌ 𝐴௦ିିହ 

・ 実際のネット断面係数： 
𝜑௪ ൏ 75°の場合： 𝑍ହ ൌ 𝑍ିହsin𝜑௪ 
75°  𝜑௪  90°の場合： 𝑍ହ ൌ 𝑍ିହ 
Ash–0–n50：付き板に対し直角に配置されると仮定した主要支持部材のネットせん断

面積（cm2）で，次による。 

𝐴௦ିିହ ൌ ቀℎ௪ℎ  𝑡ିହ  𝑡ିହቁ   𝑡௪ିହ10ିଶ 

Zperp–n50：付き板に対し直角に配置されると仮定した場合の付き板を含む主要支持部

材の断面係数（cm3）。 
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3. 防撓材 

3.2 荷重計算点 
 
3.2.2 を次のように改める。 
 

3.2.2 ハルガーダ曲げ応力に対する LCP 
ハルガーダ曲げ応力に対する荷重計算点は，次による。 
・ 6 章及び 10 章 4 節における規則算式による降伏強度評価の場合： 

・ 考慮する防撓材の全長ℓの中点 
・ 図 23 による基準点 

・ 8 章における規則算式による座屈強度評価の場合： 
・ 考慮する防撓材の全長ℓの中点 
・ 防撓材と付き板の交点 
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4 章 荷重 

6 節 内圧 

1. 液体による圧力 

1.5 浸水状態における動圧 
 
1.5.1 を次のように改める。 
 

1.5.1 浸水区画における動圧 
浸水区画における水密の境界に作用する動圧 Pfd（kN/m2）は，次による。 

𝑃ௗ ൌ 𝑓ఉ𝜌ሾ𝑎ሺ𝑧ி െ 𝑧ሻ  𝑓௨ି  𝑎 ሺ𝑥 െ 𝑥ሻ  𝑓௨ି௧  𝑎 ሺ𝑦 െ 𝑦ሻሿ 
z0FD： 浸水区画の有効な基準点の Z 座標（m）で，次による。 

𝑧ி  𝑧の場合： 𝑧ி ൌ 𝑧 
𝑧ி  𝑧の場合： 𝑧ி ൌ 𝑧ி 

full-l，full-t：縦方向及び横方向の加速度修正係数 
𝑧ி  𝑧の場合： full-l及び full-tは 1.3.1 の規定による。 
𝑧ி  𝑧の場合： 𝑓௨ି ൌ 1.0及び𝑓௨ି௧ ൌ 1.0 

 
6. タンク内のスロッシング圧力 

6.3 縦方向の液体動揺によるスロッシング圧力 
 
6.3.2 を次のように改める。 
 

6.3.2 有効スロッシング長さ 
有効スロッシング長さℓ௦（m）は，表 11 による。 
 

表 11 有効スロッシング長さℓ௦ 

横隔壁の種類 ℓ௦ 

横水密隔壁 ℓ௦ ൌ
ሺ1  𝑛ௐ்  𝛼ௐ்ሻ൫1  𝑓௪  𝛼௪൯ℓ௧ି

ሺ1  𝑛ௐ்ሻ൫1  𝑓௪൯
 

横制水隔壁 ℓ௦ ൌ
ሾ1  ሺ𝑛ௐ் െ 1ሻ𝛼ௐ்ሿ൫1  𝑓௪  𝛼௪൯ℓ௧ି

ሺ1  𝑛ௐ்ሻ൫1  𝑓௪൯
 

 

 
nWT： タンク内の横制水隔壁の数 
𝛼ௐ்： 横制水隔壁に関する係数で，次による。（図 11 参照） 

𝛼ௐ் ൌ
𝐴ைௐ்

𝐴௧ି௧ି
 

船長方向に沿って形状が変化するタンク又は異なる形状の制水隔壁を配置す
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るタンクにあっては，𝛼ௐ்は，次の算式により当該タンクに配置する全制水

隔壁の平均とすること。 

𝛼ௐ் ൌ
∑

𝐴ைௐ்
𝐴௧ି௧ି

ೈ
ୀଵ

𝑛ௐ்
 

𝛼௪： 横桁部材に関する係数で，次による。（図 12 参照） 

𝛼௪ ൌ
𝐴ைି௪ି
𝐴௧ି௧ି

 

船長方向に沿って形状が変化するタンク又は異なる形状の横桁部材に関する

係数となる部材を配置するタンクにおいてあっては，𝛼௪は，次に示すの算式

により当該タンクに配置する全横桁部材の平均とすること。 

𝛼௪ ൌ
∑

𝐴ைି௪ି
𝐴௧ି௧ି

ೢ
ୀଵ

𝑛௪
 

AOWT： 考慮する注水高さより下方の制水隔壁の横断面の合計開口面積（m2） 
Atk-t-h： 考慮する注水高さより下方のタンクの合計横断面積（m2） 
AO-wf-h： 考慮する注水高さより下方の横桁の横断面の合計開口面積（m2） 
fwf： タンク内の横桁部材及び制水隔壁の数を考慮した係数で，次による。 

𝑓௪ ൌ
𝑛௪

1  𝑛ௐ்
 

nwf： 制水隔壁を除くタンク内の横桁部材の数 
ℓ௧ି： 考慮する注水高さにおけるタンク長さ（m） 

6.4 横方向の液体動揺によるスロッシング圧力 
 
6.4.2 を次のように改める。 
 

6.4.2 有効スロッシング幅 
有効スロッシング幅 bslh（m）は，表 12 による。ただし，0.3B 未満としてはならない。 

 
表 12 有効スロッシング幅 bslh 

縦通隔壁の種類 bslh 

縦通水密隔壁 𝑏௦ ൌ
ሺ1  𝑛ௐ 𝛼ௐሻ൫1  𝑓ௗ  𝛼ௗ൯𝑏௧ି

ሺ1  𝑛ௐሻ൫1  𝑓ௗ൯
 

縦通制水隔壁 𝑏௦ ൌ
ሾ1  ሺ𝑛ௐ െ 1ሻ𝛼ௐሿ൫1  𝑓ௗ  𝛼ௗ൯𝑏௧ି

ሺ1  𝑛ௐሻ൫1  𝑓ௗ൯
 

 

nWL： タンク内の縦通制水隔壁の数 
𝛼ௐ： 縦通制水隔壁に関する係数で，次による。 

𝛼ௐ ൌ
𝐴ைௐ

𝐴௧ିି
 

船幅方向に沿って形状が変化するタンク又は異なる形状の制水隔壁を配置す
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るタンクにあっては，𝛼ௐは，次の算式により当該タンクに配置する全制水隔

壁の平均とすること。 

𝛼ௐ ൌ
∑

𝐴ைௐ
𝐴௧ିି

ೈಽ
ୀଵ

𝑛ௐ
 

𝛼ௗ： ガーダに関する係数で，次による。 

𝛼ௗ ൌ
𝐴ைିௗି
𝐴௧ିି

 

船幅方向に沿って形状が変化するタンク又は異なる形状のガーダを配置する

タンクにあっては，𝛼ௗは，次の算式により当該タンクに配置する全ガーダ

の平均とすること。 

𝛼ௗ ൌ
∑

𝐴ைିௗି
𝐴௧ିି

ೝ
ୀଵ

𝑛ௗ
 

AOWL： 考慮する注水高さより下方の制水隔壁の縦断面の合計開口面積（m2） 
Atk-L-h： 考慮する注水高さより下方のタンクの合計縦断面面積（m2） 
𝐴𝑂െ𝑔𝑟𝑑െℎ：考慮する注水高さより下方の横桁の縦断面の合計開口面積（m2） 
𝑓𝑔𝑟𝑑： タンク内のガーダ及び縦通制水隔壁の数を考慮した係数で，次による。 

𝑓ௗ ൌ
𝑛ௗ

1  𝑛ௐ
 

𝑛𝑔𝑟𝑑： 制水隔壁を除くタンク内のガーダの数 
btk-h： 考慮する注水高さにおけるタンク幅 
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7. 水圧試験時の設計圧力 

7.1 定義 
 
表 13 を次のように改める。 
 

表 13 設計試験水頭高さ zST 

区画 zST 

二重底タンク(1) 
次のうち，大きい方の値： 
𝑧ௌ் ൌ 𝑧௧  ℎ 
𝑧ௌ் ൌ 𝑧ௗ 

ホッパサイドタンク，トップサイドタンク，二

重船側タンク，タンクとして使用する船首尾部 

次のうち，大きい方の値 
𝑧ௌ் ൌ 𝑧௧  ℎ 
𝑧ௌ் ൌ 𝑧௧  2.4 

タンク隔壁，深水タンク，燃料油タンク 

次のうち，大きい方の値 
𝑧ௌ் ൌ 𝑧௧  ℎ 
𝑧ௌ் ൌ 𝑧௧  2.4 
𝑧ௌ் ൌ 𝑧௧  0.1𝑃 

バラストホールド 𝑧ௌ் ൌ 𝑧  0.9 

チェーンロッカ（船首隔壁より後方にある場合） 𝑧ௌ் ൌ 𝑧 

独立タンク 
次のうち，大きい方の値 
𝑧ௌ் ൌ 𝑧௧  ℎ 
𝑧ௌ் ൌ 𝑧௧  0.9 

バラストダクト 
バラストポンプの最大圧力に対応する試験水頭

高さ 

zbd：隔壁甲板の Z 座標（m） 

zh：  ハッチコーミング上端の Z 座標（m） 

zc：  チェーンパイプ上端の Z 座標（m） 
(1) ホッパサイドタンク，トップサイドタンク又は二重船側タンクと繋がっている二重底タンクについては，

ホッパサイドタンク，トップサイドタンク，二重船側タンク，タンクとして使用する船首尾部及びコフ

ァダムに適用すべき zSTの値を適用する。 
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8 節 積付状態 

4. ばら積貨物船 

4.2 直接強度解析に用いる設計荷重の組合せ 

 
4.2.1 を次のように改める。 
 

4.2.1 一般要件 
直接強度解析には，次に示す積付パターンを適用しなければならない。 
(a) 構造用喫水において，任意の貨物倉に MFull の貨物質量を積載する状態。この時，

当該貨物倉付近に燃料油タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二重底バラ

ストタンクは空とする。 
(b) 構造用喫水において，任意の貨物倉に少なくとも MHの 50%の貨物質量を積載する

状態。この時，当該貨物倉下のすべての二重底タンク及び当該貨物倉付近のすべて

の燃料油タンクは空とする。 
(c) 最大バラスト喫水において，任意の貨物倉を空とする状態。この時，当該貨物倉下

のすべての二重底タンク及び当該貨物倉付近のすべての燃料油タンクは空とする。

なお，トップサイドタンクと二重底タンクが恒久的につながっている場合にあって

は，次の状態を考慮すること。 
・ トップサイドタンク及び二重底タンクが空 
・ トップサイドタンク及び二重底タンクが満載 

 
4.2.2 を次のように改める。 
 

4.2.2 多港積荷・揚荷状態 

次に示す多港積荷・揚荷状態は，“no MP”を付記する場合を除き，すべてのばら積貨

物船に適用する。 
(a) 構造用喫水の 67%にあたる喫水において，任意の貨物倉に MFullの貨物質量を積載

する状態。この時，当該貨物倉付近に燃料油タンクがある場合は満載とし，当該貨

物倉下の二重底バラストタンクは空としなければならない。 
(b) 構造用喫水の 83%にあたる喫水において，任意の貨物倉を空とする状態。この時，

当該貨物倉下のすべての二重底タンク及び当該貨物倉付近のすべての燃料油タン

クは空としなければならない。 
(c) 構造用喫水の 67%にあたる喫水において，任意の隣接する 2 つの貨物倉に MFullの

貨物質量を積載し，当該貨物倉の隣接倉を空とする状態。この時，当該貨物倉付近

に燃料油タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二重底バラストタンクは空

としなければならない。なお，本積付状態における貨物質量及び二重底タンクに積

載する燃料油タンクに関する要件は，当該貨物倉の隣接倉にバラストを積載する積

付状態においても適用しなければならない。 
(d) 構造用喫水の 75%にあたる喫水において，任意の隣接する 2 つの貨物倉を空とし，

当該貨物倉の隣接倉を満載とする状態。この時，当該貨物倉下のすべての二重底タ

ンク及び当該貨物倉付近の燃料油タンクは空としなければならない。 
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4.2.3 を次のように改める。 
 

4.2.3 隔倉積状態 

次に示す隔倉積状態は，BC-A 船のみに適用する。 
(a) 構造用喫水において空とする貨物倉が空で，当該貨物倉下のすべての二重底タンク

及び当該貨物倉付近の燃料油タンクも空の状態 
(b) 構造用喫水において，密度の高い貨物を積載する貨物倉に対して，MHD+0.1MHの貨

物質量を積載する部分積付状態。この時，4 章 6 節表 1 による部分積付の貨物倉に

対応する最も貨物密度の大きい貨物を積載しなければならない。この時，当該貨物

倉付近に燃料油タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二重底バラストタン

クは空としなければならない。 
(c) 構造用喫水において，密度の高い貨物を積載する貨物倉に対して，MHD+0.1MH の

貨物質量を積載する満載状態。この時，4 章 6 節表 1 による満載積付の貨物倉に対

応する最も貨物密度の小さい貨物を積載しなければならない。この時，当該貨物倉

付近に燃料油タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二重底バラストタンク

は空としなければならない。 
(d) 隔倉ブロック積状態での航行を計画する場合にあっては，構造用喫水において，当

該設計積付状態での最大貨物質量を0.1MHの分だけ増加した貨物質量を任意の隣接

する 2 つの各貨物倉に積載し，当該貨物倉の隣接倉を空とする状態を考慮しなけれ

ばならない。この時，当該貨物倉付近に燃料油タンクがある場合は満載とし，当該

貨物倉下の二重底バラストタンクは空としなければならない。なお，実際の運航に

おける最大許容貨物重量は，当該設計積付状態での最大貨物質量を超えてはならな

い。 
 
4.2.4 を次のように改める。 
 

4.2.4 ヘビーバラスト状態 

次に示す積付状態は，バラストホールドのみに適用する。 
・ 任意のヘビーバラスト喫水において，バラストホールドとして設計される貨物倉に

バラスト水を倉口まで漲水する状態。この時，当該貨物倉下の二重底タンク及び当

該貨物倉付近の燃料油タンクは満載としなければならない。また，トップサイドタ

ンク，ホッパタンク及び二重底タンクと隣接するバラストホールドに対しては，当

該バラストホールドを満載まで漲水し，トップサイドタンク，ホッパタンク，スツ

ール及び二重底タンクを空にした状態においても強度要件を満足しなければなら

ない。 
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4.2.5 を次のように改める。 
 

4.2.5 すべてのばら積貨物船の港内状態での追加の積付状態 

次に示す港内状態での追加の積付状態は，すべてのばら積貨物船に適用する。 
(a) 喫水が構造用喫水より浅くなる港内荷役状態における最大許容貨物質量は，構造用

喫水における航海状態の最大許容貨物質量の 15%にあたる質量の分だけ増加して

差し支えない。ただし，構造用喫水における航海状態の最大許容貨物質量を越えて

はならない。なお，最小必要貨物質量については，同量だけ減ずることができる。 
(b) 港内状態での構造用喫水の 67%にあたる喫水において，任意の貨物倉に航海状態の

最大許容貨物質量を積載する状態。この時，当該貨物倉付近に燃料油タンクがある

場合は満載とし，当該貨物倉下の二重底バラストタンクは空としなければならない。 
(c) 港内状態での構造用喫水の 67%にあたる喫水において，任意の隣接する 2 つの貨物

倉に MFull の貨物質量を積載し，当該貨物倉の隣接倉を空とする状態。この時，当

該貨物倉下に二重底付近に燃料油タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二

重底バラストタンクは空としなければならない。 
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5 章 ハルガーダ強度 

1 節 ハルガーダ降伏強度 

3. ハルガーダせん断強度評価 

3.4 油タンカーの貨物タンク間の縦通隔壁の有効ネット板厚 
 
3.4.6 を次のように改める。 
 

3.4.6 波形部の等価ネット板厚 
表 7 に規定する A3-n50 の有効ネットせん断面積及びせん断流の計算に用いる立て式及び

水平波形隔壁の波形部の等価ネット板厚 tcor-n50（mm）は，次の算式による値とする。 

𝑡ିହ ൌ
𝑡ௐି  𝑡ି

2
𝑠

𝑐  𝑎
െ 0.5𝑡 

𝑡௪ି： 波形ウェブのグロス板厚（mm） 
𝑡ି： 波形フランジのグロス板厚（mm） 
sc： 単一の波形部の投影長さ（mm）で，3 章 6 節 図 21 による。 
c： 波形ウェブの幅（mm）で，3 章 6 節 図 21 による。 
a： 波形フランジの幅（mm）で，3 章 6 節 図 21 による。 
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6 章 船体局部寸法 

4 節 板部材 

1. 面外圧力を受ける板部材 

1.2 波形隔壁の板部材 
 
1.2.1 を次のように改める。 
 

1.2.1 冷間加工及び熱間加工の波形隔壁並びに溶接構造の波形隔壁 
波形隔壁のウェブ及びフランジのネット板厚 t（mm）は，6 章 2 節 2.1.3 に規定する適用

すべき全ての設計荷重条件において，次の算式により計算した値のうち，最も大きい値以

上としなければならない。 

𝑡 ൌ 0.0158𝑏ඨ
|𝑃|

𝐶𝑅ு
 

bp： 平面の波形板の幅： 
3 章 6 節図 21 に示すフランジ： 𝑏 ൌ 𝑎𝑏ି（mm） 

3 章 6 節図 21 に示すウェブ： 𝑏 ൌ 𝑐𝑏௪ି（mm） 

𝐶： 波形隔壁に対する許容曲げ応力係数で，次による。 
・ 許容基準条件 AC-S に対する波形横隔壁及び立て式波形縦通隔壁：𝐶 ൌ

0.75 
・ 許容基準条件 AC-SD に対する波形横隔壁及び立て式波形縦通隔壁：

𝐶 ൌ 0.90 

・ 𝐶ି୫ୟ୶を超えない水平波形縦通隔壁：𝐶 ൌ 𝛽 െ 𝛼
หఙห

ோಹ
 

𝛽： 係数で，表 2 による。 
𝛼： 係数で，表 2 による。 
𝐶ି୫ୟ୶：最大許容曲げ応力係数で，表 2 による。 
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2. 特別要件 

2.2 ビルジ外板 
 
2.2.1 を次のように改める。 
 

2.2.1 ビルジ部外板の定義 
ビルジ部外板の定義は，1 章 4 節 3.8.1 の規定による。 

2.4 舷側厚板 
 
2.4.2 を次のように改める。 
 

2.4.2 溶接構造による舷側厚板 
溶接構造による舷側厚板に隣接する船側外板がトップサイドタンク又は二重船側タンク

に全て含まれている場合，当該舷側厚板のネット板厚は，隣接する 2m の範囲の当該船側

外板の申請ネット板厚以上としなければならない。 
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8 章 座屈 

1 節 一般 

3. 定義 

3.2 座屈使用係数 
 
3.2.2 を次のように改める。 
 

3.2.2 
組合せ荷重下において，使用係数𝜂௧は，等価作用等価応力とこの等価作用等価応力に

対応した座屈強度との比とし，次の算式によらなければならない。（図 1 参照） 

𝜂௧ ൌ
𝑊௧

𝑊௨
ൌ

1
𝛾

 
Wact：等価作用等価応力（N/mm2）で，規則算式及び直接強度解析による座屈評価

において，それぞれ 3 節及び 4 節による。 

板部材に対して 𝑊௧ ൌ ට𝜎௫ଶ  𝜎௬ଶ  𝜏ଶ 

防撓材に対して 𝑊௧ ൌ 𝜎  𝜎  𝜎௪ 

Wu：板部材及び防撓材に対する等価座屈強度（N/mm2）で，次による。5 節に規定

する座屈強度又は最終強度とする。 

板部材に対して 𝑊௨ ൌ ට𝜎௫ଶ  𝜎௬ଶ  𝜏ଶ 

防撓材に対して 𝑊௨ ൌ
𝑅𝑒𝐻െ𝑆
𝑆  

𝛾： 崩壊時の応力の乗数 
一般的な各崩壊モードに対して，パネルの対応する強度は，実際の応力組合せを適用し

た上で，崩壊に至るまで応力を比例的に増加又は減少させることにより計算する。 
𝜎௫及び𝜎௬の応力を受ける構造部材の座屈強度及び座屈使用係数を図 1 に示す。 
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2 節 細長比要件 

3. 防撓材 

3.1 防撓材の寸法 
 
3.1.3 を次のように改める。 
 

3.1.3 防撓材の曲げ剛性 
付き板に平行な中性軸回りの付き板の有効幅分 seff を含めた防撓材のネット断面二次モ

ーメント（cm4）は，次の算式による最小値以上としなければならない。 

𝐼௦௧  𝐶ℓଶ𝐴
𝑅ு
235

 

Aeff：有効幅 seffの付き板を含む防撓材のネット断面積（cm2） 

ReH：付き板の材料の最小降伏応力（N/mm2） 

C： 細長係数で，次による。 

𝐶 ൌ 1.43 スニップ端の防撓材を含む縦通防撓材に対して 
𝐶 ൌ 0.72 その他の防撓材に対して 

 
5. ブラケット 

5.1 トリッピングブラケット 
 
5.1.1 を次のように改める。 
 

5.1.1 支持されないフランジの長さ 
主要支持部材の支持されないフランジの長さ，すなわちトリッピングブラケット間の距

離（m）は，次の算式による値以下としなければならない。 

𝑆 ൌ 𝑏𝐶ඨ
షఱబ

ቀషఱబା
ಲೢషఱబ

య
ቁ
ቀଶଷହ
ோಹ

ቁ ただし，Sb-min未満とする必要はない。 

bf： 主要支持部材のフランジの幅（mm） 

C： 細長係数で，次による。 

𝐶 ൌ 0.022 対称のフランジに対して 
𝐶 ൌ 0.033 非対称のフランジに対して 

Af-n50： フランジのネット断面積（cm2） 

Aw-n50： ウェブプレートのネット断面積（cm2） 

ReH： 主要支持部材の材料の最小降伏応力（N/mm2） 

Sb-min： 支持されないフランジの最小長さで，次による。 
𝑆ି୫୧୬ ൌ 3.0𝑚 貨物タンク区域内又は貨物倉区域内におけるタンク境界，

貨物倉境界又は暴露甲板を含む船体外板に設ける主要支持

部材に対して 
𝑆ି୫୧୬ ൌ 4.0𝑚 上記以外の箇所に設ける主要支持部材に対して 
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6. その他の構造 

6.2 開口部の補強 
 
6.2.1 を次のように改める。 
 

6.2.1 遊辺補強材の深さ 
遊辺補強材を図 2 にのように設ける場合，開口部の遊辺補強材のウェブ深さ hw（mm）

は，次の算式による値以上としなければならない。 

ℎ௪ ൌ 𝐶ℓටோಹ
ଶଷହ

 又は 50mm のどちらか大きい方 

C： 細長係数で，次による。 

𝐶 ൌ 50 
ReH：遊辺補強材の材料の最小降伏応力（N/mm2） 

ℓ： 開口部の遊辺補強材の長さ（m）で，図 2 による。 

 
図 2 一般的な遊辺補強 
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3 節 規則算式による座屈要件 

1. 一般 

1.1 範囲 
 
1.1.1 を次のように改める。 
 

1.1.1  
本節は，ハルガーダ圧縮応力及びハルガーダせん断応力を受ける湾曲パネルを含む板部材

と防撓材に適用する。さらに，圧縮応力を受ける次の構造部材を評価しなければならない。 
・ 垂直波形横隔壁の波形部 
・ 波形縦通隔壁の波形部 
・ 支材 
・ 梁柱 
・ クロスタイ 

 
3. 座屈評価基準 

3.4 の表題を次のように改める。 

3.4 垂直波形横隔壁及び垂直波形縦通隔壁 
 
3.4.1 を次のように改める。 
 

3.4.1  
垂直波形横隔壁及び垂直波形縦通隔壁のせん断座屈強度は，次の評価基準を満足しなけ

ればならない。 
𝜂ௌ  𝜂 
𝜂ௌ：波形隔壁に対する最大せん断使用係数 

𝜂ௌ ൌ
𝜏ௗ
𝜏

 

𝜏ௗ： 2.1.2 に規定する縦通隔壁のハルガーダせん断応力（N/mm2）で，次による。 
・ 縦通隔壁の場合：2.1.2 に規定するハルガーダせん断応力 
・ 横隔壁の場合：2 編 1 章 3 節 3.2.1 に規定する波形部におけるせん断応

力 
𝜏： 限界せん断応力（N/mm2）で，8 章 5 節 2.2.3 の規定による。 

  



25 

4 節 直接強度解析における座屈要件 

2. 防撓パネル及び非防撓パネル 

2.2 防撓パネル 
 
図 4 を次のように改める。 
 

図 4 クロスタイ 

 

 
3. 波形隔壁 

3.2 参照応力 
 
3.2.4 を次のように改める。 
 

3.2.4  
フランジ又はウェブのパネル内で板厚が一定でない場合，各板厚に対して，最大応力を

算出し座屈評価を実施しなければならない。 
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5 節 座屈強度 

2. 板部材及び防撓材の座屈強度 

2.1 防撓パネル全体の耐荷力 
 
2.1.2 を次のように改める。 
 

2.1.2 
二軸荷重を受ける防撓パネルの応力の乗数𝛾ீா,は，次による。 

𝛾ீா, ൌ
𝜋ଶ

𝐿ଵ
ଶ 𝐿ଶ

ଶ

ሾ𝐷ଵଵ𝐿ଶ
ସ  2ሺ𝐷ଵଶ  𝐷ଷଷሻ𝑛ଶ𝐿ଵ

ଶ 𝐿ଶ
ଶ  𝑛ସ𝐷ଶଶ𝐿ଵ

ସ ሿ

𝐿ଶ
ଶ 𝑁௫  𝑛ଶ𝐿ଵ

ଶ 𝐾௧𝑁௬
 

Nx：防撓パネルの辺上に作用する x 軸方向の単位長さ当たりの荷重（N/mm）で，

次による。 
𝑁௫ ൌ 𝜎௫,௩ሺ𝐴  𝐴௦ሻ/𝑠  

U 型防撓材の防撓パネルにあっては，防撓材の心距 s は次による。 
𝑠 ൌ 𝑏ଵ  𝑏ଶ  

ここで，b1 及び b2 は，2 編 1 章 5 節図 1 による。 
Ny：防撓パネルの辺上に作用する y 軸方向の単位長さ当たりの荷重（N/mm）で，

次による。 
𝑁௬ ൌ 𝑐𝜎௬𝑡  

LB1：防撓材のスパン（mm）で，主要支持部材間の心距ℓに等しい。単船側ばら積

貨物船の垂直方向に防撓される船側外板にあっては，LB1 = 0.8ℓとする。 
LB2：防撓パネルの幅（mm）で，防撓材の心距の 6 倍（6s）とする。 
n： 防撓材に垂直な方向に沿った半波の数。荷重係数は波のパラメータ n について

最小，すなわち，ゼロより大きい最小値としなければならない。 
Ktran： 係数で 0.9 とする。 
c： 防撓材に垂直な方向に作用する付き板内の応力を考慮するための係数 

0  𝛹  1の場合： 𝑐 ൌ 0.5ሺ1 𝛹ሻ 

𝛹 ൏ 0の場合： 𝑐 ൌ ଵ

ଶሺଵିఅሻ
 

𝛹：表 3 によるケース 2 の端部応力比 
𝜎௫,௩： ポアソン修正による板及び防撓材の平均応力で，次の算式による。 

𝜎௫  0 及び 𝜎௬  0 の場合： 𝜎௫,௩ ൌ 𝜎௫ െ 𝑣𝑐𝜎௬𝐴௦/൫𝐴  𝐴௦൯  0 

𝜎௫  0 及び 𝜎௬  0 の場合： 𝜎௫,௩ ൌ 𝜎௫ 

𝐷ଵଵ,𝐷ଵଶ,𝐷ଶଶ,𝐷ଷଷ：防撓パネルの曲げ剛性係数（Nmm）で，原則として次による。 
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𝐷ଵଵ ൌ
𝐸𝐼10ସ

𝑠
         

𝐷ଵଶ ൌ
𝐸𝑡ଷ𝜈

12ሺ1 െ 𝜈ଶሻ
     

𝐷ଶଶ ൌ
𝐸𝑡ଷ

12ሺ1 െ 𝜈ଶሻ
     

𝐷ଷଷ ൌ
𝐸𝑡ଷ

12ሺ1  𝜈ሻ
       

⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 

U 型防撓材の防撓パネルにあっては，D12 及び D22 は次による。 

𝐷ଶଶ ൌ
ா௧

య

ଵଶሺଵିఔమሻ
ቈ1.2  4.8 ൈ𝑀𝑖𝑛 ቀ1.0, భ

మ

ೢሺభାమሻ
ቁ ൈ 𝑀𝑖𝑛 ቆ1.0, ൬

௧ೢ
௧
൰
ଷ

ቇ  

𝐷ଵଶ ൌ 𝜈𝐷ଶଶ  

ℎ௪：U 型防撓材のウェブの幅（mm）で，2 編 1 章 5 節図 1 による。 
𝐼：付き板の有効幅を含む防撓材の断面二次モーメント（cm4）で，2.3.4 に規定

する I と同じものとする。 

 
2.1.3 を次のように改める。 
 

2.1.3 
純せん断荷重を受ける防撓パネルの応力の乗数𝛾ீா,ఛは，次による。 

𝐷ଵଵ𝐷ଶଶ  ሺ𝐷ଵଶ  𝐷ଷଷሻଶ の場合：𝛾ீா,ఛ ൌ
ටభభ

య మమ
ర

ሺಳభ ଶሻ⁄ మேೣ
ቈ8.125  5.64ටሺభమାయయሻమ

భభమమ
െ

0.6 ሺభమାయయሻమ

భభమమ
 

𝐷ଵଵ𝐷ଶଶ ൏ ሺ𝐷ଵଶ  𝐷ଷଷሻଶ の場合：𝛾ீா,ఛ ൌ
ඥଶభభሺభమାయయሻ

ሺಳభ ଶሻ⁄ మேೣ
ቂ8.3  1.525 భభమమ

ሺభమାయయሻమ
െ

0.493 భభ
మ మమ

మ

ሺభమାయయሻర
ቃ 

𝑁௫௬ ൌ 𝜏𝑡𝑡 
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2.2 板部材の耐荷力 
2.2.6 湾曲パネル 

 
表 4 を次のように改める。 
 

表 4 𝑅 𝑡⁄  2500の湾曲パネルの座屈係数及び軽減係数 

ケース アスペクト比 座屈係数 K 軽減係数 C 

1 

 

𝑑
𝑅
 0.5ඨ

𝑅
𝑡

 𝐾 ൌ 1 
2
3
𝑑ଶ

𝑅𝑡
 

一般的な場合： 
𝜆  0.25の場合 𝐶௫ ൌ 1 
0.25 ൏ 𝜆  1の場合 

 𝐶௫ ൌ 1.233 െ 0.933𝜆 

1 ൏ 𝜆  1.5の場合 𝐶௫ ൌ 0.3
𝜆ଷൗ  

𝜆  1.5の場合 𝐶௫ ൌ 0.2
𝜆ଶൗ  

平面パネルと境界を成す湾曲パ

ネル（ビルジ外板等）の場合（6
章 4 節図 1 参照）： 

𝐶௫ ൌ
0.65
𝜆ଶ

 1.0 

𝑑
𝑅
 0.5ඨ

𝑅
𝑡

 𝐾 ൌ 0.267
𝑑ଶ

𝑅𝑡
3 െ

𝑑
𝑅
ඨ
𝑡
𝑅
  0.4

𝑑ଶ

𝑅𝑡
 

2a 

 
2b  

 

𝑑
𝑅
 1.63ඨ

𝑅
𝑡

 𝐾 ൌ
𝑑

ඥ𝑅𝑡
 3

ሺ𝑅𝑡ሻ.ଵହ

𝑑.ଷହ  
一般的な場合： 
𝜆  0.4の場合 𝐶௧ ൌ 1 

0.4 ൏ 𝜆  1.2の場合 
 𝐶௧ ൌ 1.274 െ 0.686𝜆 

𝜆  1.2の場合 𝐶௧ ൌ
0.65

𝜆2  

平面パネルと境界を成す湾曲パ

ネル（ビルジ外板等）の場合（6
章 4 節図 1 参照）： 

𝐶௫ ൌ
0.8
𝜆ଶ

 1.0 

𝑑
𝑅
 1.63ඨ

𝑅
𝑡

 𝐾 ൌ 0.3
𝑑ଶ

𝑅ଶ
 2.25ቆ

𝑅ଶ

𝑑𝑡
ቇ
ଶ

 

（省略） 

 
  

：面外荷重 
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2.2.7 を次のように改める。 
 

2.2.7 板部材に適用する直応力及びせん断応力 
2.1.1 及び 2.2.1 にそれぞれ規定する防撓パネル全体の耐荷力及び板部材の耐荷力の計算

において適用する直応力𝜎௫及び𝜎௬（N/mm2）は，次によらなければならない。 
・ 有限要素解析にあっては，8 章 4 節 2.4 に規定する参照応力 
・ 防撓パネル全体の耐荷力及び板部材の耐荷力の規則計算による評価にあっては，考

慮する基本板パネル又は考慮する防撓材の荷重計算点（それぞれ 3 章 7 節 2 及び 3
参照）において 8 章 3 節 2.2.1 の規定に従って計算される軸方向及び横方向の圧縮

応力。ただし，横式構造の場合，防撓パネル全体の耐荷力の評価に使用する横方向

の圧縮応力は，3 章 7 節 2 に規定する防撓材の付き板の荷重計算点で計算された圧

縮応力とすること。 
・ 応力を梁理論に基づき算出する骨組構造解析にあっては，応力は次による。 

𝜎௫ ൌ
𝜎௫  𝜈𝜎௬

1 െ 𝜈ଶ
 

𝜎௬ ൌ
𝜎௬  𝜈𝜎௫

1 െ 𝜈ଶ
 

𝜎௫, 𝜎௬：骨組構造梁解析から得られた桁部材の主要支持部材の付き板におけるの

x 軸又は y 軸方向の応力（N/mm2） 

2.1.1 及び 2.2.1 にそれぞれ規定する防撓パネル全体の耐荷力及び板部材の耐荷力の計算

において適用するせん断応力𝜏（N/mm2）は，次によらなければならない。 
・ 有限要素解析にあっては，8 章 4 節 2.4 に規定する参照せん断応力 
・ 板部材の耐荷力の規則計算による評価にあっては，考慮する基本板パネルの荷重計

算点（3 章 7 節 2 参照）において 8 章 3 節 2.2.1 の規定に従って計算されるせん断

応力 
・ 防撓パネル全体の耐荷力の規則計算による評価にあっては，次の荷重計算点におい

て 8 章 3 節 2.2.1 の規定に従って計算されるせん断応力 
・ 考慮する防撓材のスパンℓの中央部 
・ 考慮する防撓材と付き板の交点 

・ 骨組構造梁解析にあっては，桁部材の主要支持部材の付き板において𝜏 ൌ 0とする。 
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10 章 その他の構造 

1 節 船首部 

3. 衝撃荷重を受ける構造 

3.3 船首衝撃 
 
3.3.6 を次のように改める。 
 

3.3.6 主要支持部材 
（省略） 

(g) 船側外板近傍のに直接溶接される甲板及び隔壁を含む各主要支持部材のウェブの

ネット板厚 tw（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

𝑡௪ ൌ
𝑃ி𝑏ூ

sin𝜑ௐ𝜎
 

𝜑ௐ：主要支持部材のウェブと外板のなす角度（deg）（図 5 参照） 
𝜎： 主要支持部材のウェブ又は甲板もしくは隔壁のパネルの限界座屈応力（N/mm2）

で，8 章 5 節 2.2.3 に規定する荷重に対するもの。計算においては，8 章 5 節

2.2.3 による𝜎௫及び𝜎௬の両方を考慮し，UP-B を適用しなければならない。 
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3 節 船尾部 

3. 船尾材 

3.1 一般 
 
3.1.2 を次のように改める。 
 

3.1.2  
鋳鋼及び組立式の鋼板の船尾材は，船尾材に対する要求板厚の 80%以上のグロス板厚で

あるの水平板部材によって，適切な間隔で補強しなければならない。t1は表 1 又は表 2 に

よる。鋳鋼品にあっては，急激な断面の変化を避けなければならず，また，すべての断面

に適切な丸みを付けなければならない。 

 

3.2 プロペラ柱 
 
3.2.2 を削り，3.2.3 を 3.2.2 に改める。 
 

3.2.2 （削除） 
3.2.33.2.2 プロペラボス 
一軸の船舶のプロペラ柱を含むプロペラボスの板厚は，3.2.1 に規定する方形断面を有す

るプロペラ柱に対する要求寸法 b の 60%以上としなければならない。 
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12 章 建造 

3 節 溶接継手の設計 

2. T 字継手又は十字継手 

2.4 部分溶込み溶接又は完全溶込み溶接 
 
2.4.6 を次のように改める。 
 

2.4.6 部分溶込み溶接が要求される箇所 
2.4.2 に規定する部分溶込み溶接は次の箇所に適用しなければならない。（図 3 参照） 
(a) ホッパ斜板と縦通隔壁（内殻）又は二重船側部の水平桁との結合部 
(b) バットレスを含む縦通隔壁又は横隔壁の主要支持部材における端部と二重底の結

合部並びに裏当てブラケットを設ける場合，その両端部 
(c) 波形隔壁の下部スツール側板の支持フロアと内底板の結合部 
(d) 波形隔壁のガセットプレート及びシェダープレートの結合部 
(e) 溶接構造の立て式波形隔壁の波形部の長さの下部 15%の範囲 
(f) 隔壁の主要支持部材直下及びスツール側板直下の二重底構造部材。ただし，2.4.5(i)

に規定する範囲は除く 
(g) 下部ホッパ斜板と内底板との結合部 
(h) 隔壁の水平ストリンガのブラケットの先端部及び脚部 
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2.5 溶接寸法の基準 
 
表 2 を次のように改める。 
 

表 2 他の部材の溶接係数 

区画 
結合箇所 

fweld 
部材 取り付ける部材 

（省略） 

甲板 強力甲板 
tas_built ≥ 13 

船体中央部 0.6LCSR間の船側外板 PPW (3) 

その他 0.48 

tas_built < 13 船側外板 0.48 

（省略） 

機関区域 

センターガーダ 平板竜骨及び内底板 0.48 

フロア センターガーダ及び主機台下のガーダ 0.48 

主機台下のガーダ 
主機関台頂板及び主要構造部材内底板（該当する場

合） 
PPW (3) 

フロア及びガーダ 内底板及び船側外板 0.38 

船楼及び 
甲板室 

外壁（第 1 層目及び 2 層目） 外壁と甲板との間 0.48 

外壁及び内壁 その他 0.20 

(1) 貨物倉以外のハッチコーミングに対しては，0.43 とする。 

(2) 連続溶接 

(3) PPW: 2.4.2 に規定する部分溶込み溶接。片面部分溶込み溶接とする場合，隅肉溶接に対する溶接係数は 0.48 とする。 

(4) FPW: 2.4.2 に規定する完全溶込み溶接 

(5) 船楼及び甲板室の隔壁は，「船楼及び甲板室」の規定によること。 
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表 3 を次のように改める。 
 

表 3 その他の艤装品の溶接係数 
項目 結合部材 fweld 

ハッチカバー 

主要支持部材 
水密/油密継手主要支持部材端部 

（スパンの 10%の範囲） 
0.48(1) 

その他 0.24 

防撓材 
防撓材端部 0.38 (2) 
その他 0.240.20 

マスト，デリックポスト，クレーン台座等 甲板/甲板下の補強構造 0.43 
甲板機器台座 甲板 0.24 
係船装置台座 甲板 0.43 

アクセスハッチの開口部 あらゆる結合部 0.43 
船側付扉及び風雨密扉の防撓材 あらゆる結合部 0.24 
船殻付扉及び風雨密扉の枠 あらゆる結合部 0.43 

通風筒及び空気管のコーミング 甲板 0.43 
通風筒等の付属品 あらゆる結合部 0.24 

排水口 甲板 0.55 
ブルワークステイ 甲板 0.24 
ブルワークの板部材 甲板 0.43 
ガードレール，支柱 甲板 0.43 
クリート及び装置 ハッチコーミング及びハッチカバー 0.24 (3) 

(1) ばら積貨物船のハッチカバーについては，水密継手は fweld = 0.38 とする。 

(2) ばら積貨物船のハッチカバーについては，防撓材端部は fweld = 0.24 

(3) 最小溶接係数。tas-built > 11.5mm の場合，llegは 0.62 tas-builtを超える必要はない。設計に応じて溶込み溶接を要求する場合がある。 
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13 章 就航後の船舶，切替え基準 

2 節 許容基準 

1. 一般 

1.2 定義 
 
1.2.1 を次のように改める。 
 

1.2.1 甲板領域 
甲板領域については，ハルガーダ強度に寄与する次の全ての部材を含む。 
・ バルクキャリアについては，基線上 0.9D に相当するレベル及びその上方の部材で，

例えば次による。 
・ 強力甲板の板部材 
・ 梁上側板 
・ 舷側厚板 
・ 船側外板 
・ 内殻及びその他の縦通隔壁 
・ 水平部及び垂直部を含むトップサイドタンク斜板 
・ 上記板部材に付く縦通防撓材，ガーダ及びストリンガ 

・ 油タンカーについては，基線上 0.9D に相当するレベル及びその上方の部材で，例

えば次による 
・ 強力甲板の板部材 
・ 梁上側板 
・ 舷側厚板 
・ 内殻及びその他の平板縦通隔壁の最上部の板 
・ 水平部及び垂直部を含むトップサイドタンク斜板 
・ 縦通上部スツール 
・ 上記板部材に付く縦通防撓材，ガーダ及びストリンガ 

 
1.2.2 を次のように改める。 
 

1.2.2 船底領域 
船底領域については，ハルガーダ強度に寄与する次の部材を含む。 
・ バルクキャリアについてはホッパ斜板の上端レベルまで，ホッパタンクが無い場合

は，内底板及び内底板までの部材。 
・ 竜骨 
・ 船底外板 
・ ビルジ外板 
・ ボトムガーダ 
・ 内底板 
・ ホッパタンク斜板及び水平板 
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・ 上記板部材に付く縦通防撓材 

・ 船側外板 
・ 平板縦通隔壁の最下部の板 
・ 上記板部材に付く縦通防撓材 

・ 油タンカーについては，次による。 
・ 竜骨 
・ 船底外板 
・ ビルジ外板 
・ 平板縦通隔壁の最下部の板 
・ ボトムガーダ 
・ 内底板 
・ ホッパタンク斜板及び水平板 
・ 船側外板 
・ 縦通下部スツール 
・ 上記板部材に付く縦通防撓材 
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2 編 船種特有の要件 

1 章 ばら積貨物船 

3 節 局部寸法 

記号を次のように改める。 
 

記号 

（省略） 
sCW： 板幅（mm）で，波形フランジ a𝑏ି又はウェブの幅 c𝑏௪ିのうち大きい方の値

（1 編 3 章 6 節図 21 参照） 
sC scg： 波形隔壁のフランジの 1/2 ピッチの幅（mm）（1 編 3 章 6 節図 21 参照） 

 
3. 浸水状態に対する貨物倉間の水密波形隔壁 

3.2 曲げ，せん断及び座屈強度評価 
 
3.2.1 を次のように改める。 
 

3.2.1 曲げ強度及びせん断強度 
貨物倉間の水密波形横隔壁の曲げ強度及びせん断強度は，次の算式を満足しなければな

らない。 

0.5𝑊ா 𝑊ெ 
𝑀

0.95𝑅ு
10ଷ 

𝜏 
𝑅ு

2
 

M： 波形隔壁の曲げモーメント（kN-m）で，次の算式による値 

𝑀 ൌ
𝐹ோℓ

8
 

FR： 作用する力（kN）で，1 編 4 章 6 節 3.1.7 の規定による。 

ℓ： 波形隔壁のスパン（m）で，1 編 3 章 6 節 10.4.5 の規定による。 

WLE： 波形隔壁の下端部におけるネット断面係数（cm3）で，3.3 の規定による。

ただし，いかなる場合も次の算式による値以下としなければならない。 

𝑊ா,ெ ൌ 𝑊ீ 
𝑄 ℎீ10ଷ െ 0.5ℎீ

ଶ  𝑠  𝑃ோ
𝑅ு

 

WG： 波形隔壁の 1/2 ピッチ分のネット断面係数（cm3）で，3.3 の規定による。た

だし，シェダープレート又はガセットプレートが設けられている場合，それ

らの最上部での値とする。 

𝑄： 波形隔壁の下端部におけるせん断力（kN）で，次の算式による値。 
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𝑄 ൌ 0.8𝐹ோ 
hG：シェダープレート又はガセットプレートの高さ（m）（図 4 から図 6 参照） 

PR： シェダープレート又はガセットプレート高さの中間点における圧力（kN/m2）

で，1 編 4 章 6 節 3.1.7 の規定による。 

WM：波形隔壁のスパン中央におけるネット断面係数（cm3）で，3.3 の規定による。

ただし，WLEの 1.15 倍以下とする。 

𝜏： 波形隔壁に働くせん断応力（N/mm2）で，次の算式による値。 

𝜏 ൌ 10
𝑄
𝐴௦

 

Ashr：波形隔壁のスパン中央における 1/2 ピッチ分のネットせん断面積（cm2）。波

形隔壁のウェブとフランジの非直線性を考慮して，ネットせん断面積を減じ

なければならない。 
一般に，減じたせん断面積は，ウェブとフランジのなす角度を𝜑 𝜙として，ウ

ェブ断面積に sin𝜑を乗じて得られる値として差支えない。 

𝜑 𝜙：波形隔壁のウェブとフランジの成す角度で，1 編 3 章 6 節図 21 による。 

図 3 に定義する波形隔壁における上部のネット断面係数は，本項及び 1 編 6 章 4 節 1.2
の規定に基づく中央部における要求値の 75%以上としなければならない。異なる降伏強度

の材料を使用する場合，要求値を補正すること。 
 
3.2.2 を次のように改める。 
 

3.2.2 波形隔壁のウェブのせん断座屈強度評価 
3.2.1 の規定により算定されるせん断応力𝜏は，次の算式を満足しなければならない。 

𝜏  𝜏  

𝜏： 限界座屈応力（N/mm2）で，次の算式による値。 

𝜏ா 
ோಹ
ଶ√ଷ

の場合： 𝜏 ൌ 𝜏ா 

𝜏ா 
ோಹ
ଶ√ଷ

の場合： 𝜏 ൌ
ோಹ
√ଷ

ቀ1 െ ோಹ
ସ√ଷఛಶ

ቁ 

𝜏ா： オイラーのせん断座屈応力（N/mm2）で，次の算式による値。 

𝜏ா ൌ 0.9𝑘௧  𝐸 ൭
𝑡௪

𝑐𝑏௪ି
൱

ଶ

 

kt： 係数で，6.34 とする。 

tw： 波形隔壁のウェブのネット板厚（mm） 

c𝑏௪ି： 波形隔壁のウェブの幅（mm）で 1 編 3 章 6 節図 21 の規定による。 
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3.3 の表題を次のように改める。 

3.3 波形隔壁下端におけるのネット断面係数 
 
3.3.1 を次のように改める。 
 

3.3.1 有効フランジ幅 
波形隔壁下端におけるのネット断面係数は，圧縮場となる有効幅 beff のフランジを含め

て求めなければならない。ただし，有効幅 beff は次の算式による値以下としなければなら

ない。 
𝑏 ൌ 𝐶ா  𝑎𝑏ି 

CE： 係数で次による。 

𝐶ா ൌ
ଶ.ଶହ

ఉ
െ ଵ.ଶହ

ఉమ
 𝛽  1.25の場合 

𝐶ா ൌ 1.0  𝛽  1.25の場合 
𝛽： 係数で次による。 

𝛽 ൌ
𝑎𝑏ି

𝑡
ඨ
𝑅ு
𝐸

 

a𝑏ି： 波形隔壁のフランジの幅（mm）で，1 編 3 章 6 節図 21 の規定による。 

tf： フランジのネット板厚（mm） 

 
3.3.3 を次のように改める。 
 

3.3.3 有効なシェダープレート 
図 4 に示す有効なシェダープレートを備える場合，波形部下端（図 4 の断面①）の断面

係数を算出する際は，フランジ部のネット面積（cm2）を，次の算式による ISH分だけ増加

させて差し支えない。 
𝐼ௌு ൌ 2.5 ⋅ 10ିଷ 𝑎𝑏ିඥ𝑡 𝑡ௌு ただし，2.5 𝑎𝑏ି𝑡10ିଷより大きい値としてはな

らない。 
a𝑏ି： 波形隔壁のフランジの幅（mm）（1 編 3 章 6 節図 21 参照） 
tSH： シェダープレートのネット板厚（mm） 
tf： フランジのネット板厚（mm） 

有効なシェダープレートとは，次をいう。 
･ ナックル部がないこと。 
･ 1 編 12 章に従って波形部及び下部スツール頂板に溶接されていること。 
･ 下縁を下部スツール側板と同一線上とし，最小傾斜角 45 度で取り付けられること。 
･ 波形部フランジに要求されるネット板厚の 75%以上のネット板厚であること。 
･ 波形部フランジに要求されるもの以上の材料特性であること。 
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4 節 船の長さが 150m 未満のばら積貨物船の局部寸法 

記号を次のように改める。 
 

記号 

（省略） 
𝜙： 主要支持部材のウェブ深さに沿った開口の長径深さ（m） 
（省略） 

3.2 ネット断面係数 
 
3.2.1 を次のように改める。 
 

3.2.1 
バラスト兼用倉にある波形隔壁の，面外圧力に対するネット断面係数 Z（cm3）は，次の

算式による値以上としなければならない。 

𝑍 ൌ 𝐾 
𝑃𝑠𝑠ℓଶ

𝑓ௗ 𝐶௦ 𝑅
 

K： 係数で，端部支持条件に応じて表 1 及び表 2 により定まる値。dH < 2.5d0 となる

場合には，波形隔壁の 1/2 ピッチあたりの断面係数及び内底板位置での下部ス

ツールの断面係数を算定しなければならない。 
P： 1 編 6 章 2 節表 1 に定義される設計荷重条件に用いられる設計荷重（kN/m2）で，

1 編 3 章 7 節 3.2 に規定する荷重計算点において計算した値。 
sC scg： 波形隔壁の 1/2 ピッチの幅（mm）で，1 編 3 章 6 節の図 21 による。 
ℓ： 支持部材間の距離（m）で，図 1 による。 
Cs：係数で，1 編 6 章 5 節 1.1.2 の規定による。 
𝑓ௗ：係数で，1 編 6 章 5 節 1.1.2 の規定による。 

波形隔壁のネット断面係数を計算する場合，圧縮場となる波形部のフランジにおける有

効幅は，1 章 3 節 3.3.1 の規定によらなければならない。 
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4. 主要支持部材 

4.2 設計荷重条件 
4.2.2 積付状態 

 
表 3 を次のように改める。 
 

表 3 貨物区域における主要支持部材の設計荷重条件 

部材 設計荷重条件 荷重成分 喫水 設計荷重 積付状態 

バラストホールドとし

て使用される貨物倉 

WB-4 Pin – Pex 
(1) TBAL-H (3) S+D ヘビーバラスト状態 

WB-6 Pin - S 港内状態/試験状態 

貨物倉 
BC-11 Pin– Pex (1) TSC S+D 積付状態 

BC-12 Pin– Pex (1) - S 港内状態 

液体を積まない区画 
FD-1 (2) Pin TSC S+D 浸水状態 

FD-2 (2) Pin  S 浸水状態 

(1) Pex は船側外板にのみ考慮する。 

(2) FD-1 及び FD-2 は船側外板に適用しない。 

(3) ヘビーバラスト状態における最小喫水を用いる。 
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5 節 ハッチカバー 

2. 配置 

2.1 を削り，2.2 を 2.1 に改める。 

2.1 （削除） 

2.21 ハッチカバー 
2.21.1  
ハッチカバーの防撓材及び主要支持部材は，ハッチカバー全長及び全幅にわたり連続構

造としなければならない。これが実際的でない場合については，防撓材端部はスニップ固

着としてはならず，十分に荷重を伝達できるよう配置しなければならない。 
2.21.2  
防撓材に平行な主要支持部材の心距は，主要支持部材の長さの 1/3 を超えてはならない。 
2.21.3  
桁部材の支点間距離が 3m を超える場合，当該桁部材の面材の幅はウェブの深さの 40%

以上としなければならない。ただし，有効なトリッピングブラケットを設ける場合につい

ては，これを支点とみなして差し支えない。 
面材の張り出し幅は，面材のグロス板厚の 15 倍以下としなければならない。 
2.21.4  
ハッチカバー上に貨物を積載する場合，積載貨物による船長方向及び船幅方向の荷重に

対してハッチカバーの移動を防止する効果的な移動防止装置を設けなければならない。こ

の移動防止装置は，ハッチコーミングのブラケット上に配置しなければならない。 
2.21.5  
ハッチカバーの支材は，その支面の幅を 65mm 以上としなければならない。 

 
2.3 を 2.2 とし，2.2 を次のように改める。 

2.32 ハッチコーミング 
2.32.1  
コーミング，防撓材及びブラケットは，ハッチカバー上の貨物による荷重と同様に，ハ

ッチカバーの固縛及び開閉のために必要な締付け装置及び開閉装置による局所荷重に対

しても耐え得る構造としなければならない。 
2.32.2  
前方にある倉口においては，船首側のハッチエンドコーミングの強度及び締付け装置の

寸法については，特別の考慮を払わなければならない 
2.32.3  
ハッチサイドコーミングは，少なくとも倉口端横桁の位置下端まで垂直方向に延ばさす

又は甲板下にハッチサイドコーミングに沿ってハッチサイドガーダを設置しなければな

らない。延長したハッチサイドコーミングの板部材は，倉口端横桁の下端の位置に面材又

は半丸鋼を設けなければならない。（図 1 参照） 
・ ハッチサイドコーミングを連続したデッキガーダの直上に取り付けない場合，ハッ

チサイドコーミングの下端及び上記により延長したハッチサイドコーミングの甲板

下部分は倉口部を超えて少なくとも肋骨心距の 2 倍分延長しなければならない。 
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・ ハッチサイドコーミングを連続したデッキガーダの一部となる直上に取り付ける

場合，ハッチサイドコーミングの寸法は，1 編 6 章 4 節及び 1 編 8 章 3 節の規定に

よらなければならない。 
 
図 1 として次の図を加える。 
 
図 1 ハッチサイドガーダを設置する場合のハッチサイドコーミングを倉口端横桁まで

延長した例 

 
2.32.4  
甲板下のハッチエンドコーミングの同一面内にウェブフレーム又は同等の構造を設け

なければならない。ハッチエンドコーミングの直下には倉口端横桁を設け，当該横桁をウ

ェブフレームに固着しなければならない。 

 
5. 強度評価 

5.1 一般 
 
5.1.1 を次のように改める。 
 

5.1.1 適用 
ハッチカバーの強度評価は，面外荷重及び／又は集中荷重が作用する，主要支持部材が

一方向に配置される構造又は縦桁及び横桁による格子構造の矩形のハッチカバーに適用

する。図 12 に示す U 型防撓材を設けるハッチカバーにも適用する。 
すべての部材の応力は 5.6.1 に規定するモデル要件に従って有限要素法解析により決定

しなければならない。 
すべての部材の応力については，5.6.2 に規定する降伏強度評価要件及び 5.2.3，5.3.4，

5.4.6，5.6.3 及び 5.6.4 に規定する座屈強度評価要件に適合しなければならない。 
 
図 1 を図 2 に改める。 
 

図 12 U 型防撓材を設けるハッチカバーの例 
（図省略） 

 

  

ハッチサイドコーミング 

倉口端横桁 

ハッチサイドガーダ 
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5.3 防撓材 
 
5.3.3 を次のように改める。 
 

5.3.3 ネット断面係数及びネットせん断面積 
面外圧力に対する防撓材のネット断面係数 Z（cm3）及びネットせん断面積 Ashr（cm2）

は，次の算式による値以上としなければならない。 

𝑍 ൌ
ሺ𝐹ௌ𝑃ௌ  𝐹ௐ𝑃ௐሻ 𝑠 ⋅ ℓ௦ଶ

𝑓  𝜎a
  10ଷ 

𝐴௦ ൌ
5ሺ𝐹ௌ𝑃ௌ  𝐹ௐ𝑃ௐሻ 𝑠ℓ௦

𝜏a
10ିଷ 

ℓ௦： 防撓材のスパン（m）で，主要支持部材の心距又は主要支持部材と縁部におけ

る支持点との距離とする。すべての防撓材の両端にブラケットを取り付ける

場合は，それぞれのブラケットについて，最も小さいブラケットの腕の長さ

の 2/3（ただし，減じる前のスパンの 10%より大きくしてはならない。）だけ

スパンを減じて差し支えない。 
 

5.5 断面形状が変化する防撓材及び桁部材 
 
5.5.1 を次のように改める。 
 

5.5.1 
断面形状が変化する防撓材及び桁部材のネット断面係数 Z（cm3）は，次の算式による値

以上としなければならない。 
Z=ZCS 

𝑍 ൌ ൬1 
3.2𝑎 െ 𝜓 െ 0.8

7𝜓  0.4
൰  𝑍ௌ 

ZCS： ネット断面係数（cm3）で，5.4.4 に規定する判定基準による。 
a： 係数で次による。 

𝑎 ൌ
ℓଵ
ℓ

 

𝜓： 係数で次による。 

𝜓 ൌ
𝑍ଵ
𝑍

 

ℓଵ： 断面形状が変化する部分の長さ（m）（図 23 参照） 
ℓ： 端部の支持点間のスパン（m）（図 23 参照） 
Z1： 端部におけるネット断面係数（cm3）（図 23 参照） 
Z0： 中央部におけるネット断面係数（cm3）（図 23 参照） 

上記に加え，断面形状が変化する防撓材及び桁部材のネット断面二次モーメント（cm4）

は，次の算式による値以上としなければならない。 

𝐼 ൌ 𝐼ௌ 
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𝐼 ൌ ቈ1  8𝛼ଷ ቆ
1 െ 𝜑

0.2 ඥ𝜑
ቇ 𝐼ௌ 

ICS： 5.4.5 の規定を満足するネット断面二次モーメント（cm4） 
𝜑：  係数で次による。 

𝜑 ൌ
𝐼ଵ
𝐼

 

I1： 端部におけるネット断面二次モーメント（cm4）（図 23 参照） 
I0： 中央部におけるネット断面二次モーメント（cm4）（図 23 参照） 

本算式の適用は，断面形状が連続的かつなだらかに変化する防撓材及び主要構造部材に

限る。 
 
図 2 を図 3 に改める。 
 

図 23 断面形状が変化する防撓材 
（図省略） 

5.6 有限要素モデル及び座屈評価 
 
5.6.1 を次のように改める。 
 

5.6.1 有限要素モデル 
4.1 に規定する荷重条件における有限要素解析によるハッチカバーの強度評価において，

ハッチカバーの形状はできる限り現実に近い形状で理想化しなければならない。いかなる

場合も，要素の幅は防撓材の心距より大きくしてはならない。荷重伝達点及びスロット近

傍は，可能な範囲でメッシュを詳細化しなければならない。要素長さの比は 3 以下としな

ければならない。 
主要支持部材のウェブ高さに沿った要素サイズは，ウェブ高さの 1/3 以下としなければ

ならない。面外圧力を受ける板を支持する防撓材は，有限要素モデルの理想化に含めなけ

ればならない。防撓材はビーム要素又はシェル/平面要素によりモデル化すること。座屈防

撓材は応力計算では考慮しない。 
図 12 に示す U 型防撓材を設けるハッチカバーは，有限要素解析により評価しなければ

ならない。U 型防撓材の形状は，シェル/平面要素により正確にモデル化しなければならな

い。節点は，U 型防撓材のウェブとハッチカバー頂板/底板との交点及び U 型防撓材のウ

ェブと面材との交点に適切に設けなければならない。座屈評価においては，シェル要素に

よりモデル化された板部材とビーム要素によりモデル化された U 型防撓材とを組み合わ

せたハイブリッドモデルは使用してはならない。 
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5.6.3 を次のように改める。 
 

5.6.3 座屈強度評価 
ハッチカバーの板パネルは，防撓パネル（SP）又は非防撓パネル（UP）としてモデル化

しなければならない。表 4，図 34 及び図 45 に従って，1 編 8 章 1 節 3 に規定する評価手

法 A 及び手法 B を適用しなければならない。開口を有するウェブのパネルにあっては，座

屈評価において開口の手順に従うこと。 
必要に応じて，次の 1 編 8 章 4 節に規定する直接強度解析における座屈要件を参照する

ことができる。 
(1) 1 編 8 章 4 節 2.1.2 に規定するパネルの平均板厚 
(2) 1 編 8 章 4 節 2.3 に規定する不規則パネル 
(3) 1 編 8 章 4 節 2.4 に規定する参照応力 
(4) 1 編 8 章 4 節 2.5 に規定する面外圧力 
(5) 1 編 8 章 4 節 2.6 に規定する座屈評価基準。ただし，2 編 1 章 5 節表 3 に規定する

許容座屈使用係数を用いること。 
 
表 4 を次のように改める。 
 

表 4 構造部材及び評価法 

構造要素 評価法(1) (2) 標準的なパネルの定義 

ハッチカバーの頂板／底板（図 34 参照） 

ハッチカバー頂板／底板 SP-A 
長さ方向：横桁間 
幅方向：縦桁間 

不規則に防撓されたパネル UP-B 局部防撓材／主要支持部材間の板 

ハッチカバーの主要支持部材のウェブのパネル（図 45 参照） 

横桁／縦桁のウェブ UP-B 局部防撓材／面材／主要支持部材間の板 

横桁／縦桁のウェブ（二重張構造） SP-B(3) 
長さ方向：主要支持部材間 
幅方向：全ウェブ深さ 

開口を有するウェブのパネル 開口の手順 ウェブ防撓材／面材／主要支持部材間の板 

不規則に防撓されたパネル UP-B ウェブ防撓材／面材／主要支持部材間の板 

備考 1： SP 及び UP は，それぞれ防撓パネル及び非防撓パネルを表す。 

備考 2： A 及び B は，それぞれ手法 A 及び手法 B を表す。 

備考 3： 横桁／縦桁のウェブに座屈防撓材／ブラケットが不規則に配置される場合，UP-B で評価して差し支えない。 

 
図 3 及び図 4 を図 4 及び図 5 に改める。 
 

図 34 ハッチカバーの頂板／底板 
（図省略） 

 
図 45 ハッチカバーの主要支持部材のウェブ 

（図省略） 
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5.6.4 を次のように改める。 
 

5.6.4 U 型防撓材を有する防撓パネルの座屈評価 
U型防撓材を設けるハッチカバーについては，板パネルEPP b1, b2, bf及び hw（図 12参照）

の局部座屈を，次により別々に評価しなければならない。 
・ 付き板パネルの EPP b1 及び b2 は，SP-A により評価しなければならない。ここで，

1 編 8 章 5 節表 3 に規定する座屈係数 Kxの計算においては，1 編 8 章 5 節表 2 に

規定する U 型防撓材の修正係数 Flong を用いること。1 編 8 章 5 節表 3 に規定する

座屈係数 Kyの計算においては，1 編 8 章 5 節 2.2.5 に規定する U 型防撓材の修正係

数 Ftranを用いること。 
・ 面材及びウェブのパネルの EPP bf 及び hwは，Flong = 1 及び Ftran = 1 として UP-B に

より評価しなければならない。 
U 型防撓材を設けるハッチカバーの防撓材の全体座屈強度及び最終強度は，捩り応力

𝜎௪ ൌ 0及び次の仮定に基づき計算した付き板の有効幅を含む断面二次モーメントにより

評価しなければならない。 
・ U 型防撓材の 2 つのウェブのパネルは，板厚を tw，高さを付き板と面材間の距離と

し，付き板に対して垂直であるとみなす。 
・ 付き板の有効幅 beffは，SP-A モデルに従って，EPP b1 及び b2に対してそれぞれ計

算した beff の合計とする。 
・ せん断遅れによる影響を無視した防撓材の付き板の有効幅 beff1 は，EPP b1 及び b2

に対してそれぞれ計算した beff1 の合計とする。 

 
6. ハッチコーミング 

6.3 構造寸法 
 
6.3.3 を次のように改める。 
 

6.3.3 ハッチコーミングステイ 
ハッチコーミングステイであって面材を甲板に溶接する設計のもの又は面材の端部を

スニップとしブラケットを取り付ける設計のもの（図 56 及び図 67 参照）については，ス

テイの甲板との結合部におけるネット断面係数 Z（cm3）及びネット板厚 tw（mm）は，次

の算式による値以上としなければならない。 

𝑍 ൌ
𝑠  𝑃  𝐻

ଶ

1.9𝑅ு
 

𝑡௪ ൌ
𝑠  𝑃  𝐻
0.5 ℎ 𝑅ு

 

HC： ステイの高さ（m） 
sC： ステイの心距（mm） 
h： 甲板との結合部におけるステイの深さ（mm） 

 
  



48 

図 5 及び図 6 を図 6 及び図 7 に改める。 
 

図 56 ハッチコーミングステイ（例 1） 
（図省略） 

 
図 67 ハッチコーミングステイ（例 2） 

（図省略） 
 

ハッチコーミングステイのネット断面係数の算定にあたっては，当該ステイの面材が甲

板に完全溶け込み溶接され，かつ，甲板上のコーミングステイを適切に支持する甲板下構

造を設ける場合に限り，面材の面積を考慮して差し支えない。 
例えば図 78 及び図 89 に示すような前記以外の設計とする場合，骨組解析又は有限要素

法解析により応力を決定し，高応力部分を評価しなければならない。応力は次の算式を満

足しなければならない。 
𝜎   0.95 𝑅ு 
𝜏  0.5𝑅ு 

 
図 7 及び図 8 を図 8 及び図 9 に改める。 
 

図 78 ハッチコーミングステイ（例 3） 
（図省略） 

 
 

図 89 ハッチコーミングステイ（例 4） 
（図省略） 
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2 章 油タンカー 

4 節 船体艤装 

1.  非常用曳航設備に使用する部品に対する支持構造 

1.6 寸法要件 
 
1.6.3 を次のように改める。 
 

1.6.3 許容応力 
1.5.2 に規定する設計荷重において，ストロングポイント及びフェアリーダー付近の支持

構造及び溶接部に生じる曲げ応力を含むせん断応力及び直応力は，当該構造のグロス板厚

において，次の許容値を超えてはならない。 
・ 直応力：1.00ReH 
・ せん断応力：0.58ReH 
許容座屈使用係数は，1 編 8 章 1 節表 1 における静的及び動的荷重シナリオ（S+D）を

用いなければならない。座屈評価手法は，1 編 8 章 4 節 2 によること。 
 
 
 
 
 

附  則 
 

1. この規則は，2022 年 12 月 27 日から施行する。 

 


